
琴浦町地方創生推進会議設置規程 

（設置） 

第１条 少子高齢社会の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来

にわたって活力ある地域を持続するため、本町におけるまち・ひと・しごと創生に関す

る施策について、その施策効果や目標達成状況について評価を行う琴浦町地方創生推進

会議（以下、「会議」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）「琴浦町人口ビジョン」策定に係る検討に関すること。 

（２）｢琴浦町総合戦略｣策定に係る検討に関すること。 

（３）「琴浦町総合戦略」の進捗についての評価及び検証に関すること。 

（４）その他本町の地方創生関連事業の検討に関すること。 

 （組織） 

第３条 会議の委員は、町内各種団体及び有識者のうちから町長が任命する。 

２ 会議に会長及び副会長を置く。 

３ 会長は町長が指名し、副会長は委員の互選によりこれを定める。 

４ 会長は会議の会務を総理する。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は再任されることができる。 

 （会議） 

第５条 会議は町長が招集し、会長が議長となる。 

２ 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、その意見

を聴取することができる。 

 （事務局） 

第６条 会議の事務局は、地方創生推進室に置く。 

２ 事務局は、会議の庶務全般に関して執り行う。 

 （補則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

  



別紙 

 

 

琴浦町地方創生推進会議 委員名簿（敬称略） 

組織または団体名 役職 氏名 

琴浦町観光協会   

山陰合同銀行   

鳥取銀行   

琴浦町商工会   

ＪＡ鳥取中央農業協同組合   

大山乳業農業協同組合   

赤碕町漁業協同組合   

琴浦町区長会（東伯地区）   

琴浦町区長会（赤碕地区）   

琴浦町女性団体連絡協議会   

琴浦町ＰＴＡ連合協議会   

     〃   

琴浦町保育園保護者会連合会   

     〃   

琴浦町社会福祉協議会   

鳥取大学   

琴の浦高等特別支援学校   

新日本海新聞社   

琴浦まちづくりネットワーク   

     〃   

琴浦町農業青年会議   

琴浦町手をつなぐ育成会   

琴浦町青年団   

連合鳥取中部地域協議会   

鳥取県森林組合   

 

 


